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──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は28名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第５号から第７号までの以上

３件であります。

なお、審査に先立ち委員の方にお願いいたしま

す。質疑される方は、質疑する款項目かページを

申し添えて質疑をお願いします。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

まず、議案第５号令和元年度弘前市一般会計補

正予算(第２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） 議案第５号令和元年

度弘前市一般会計補正予算(第２号)について御説

明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額から7937万

3000円を減額し、補正後の額を766億7004万5000

円とするほか、地方債の補正をしようとするもの

であります。

地方債の補正は、小学校トイレ改修事業及び中

学校トイレ改修事業に係る変更２件であります。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、10ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費９目住民自治振興費

の150万円は、一般コミュニティ助成事業費補助

金を計上するものであります。

12目諸費の2290万2000円は、国庫補助金を活用

して整備した相馬保育所について、財産処分制限

期間の満了前に有償譲渡したことから、残存年数

に応じた国への返還金を計上するものでありま

す。

３款民生費１項社会福祉費２目心身障害者福祉

費の157万2000円は、本年10月から実施される就

学前の障がい児の発達支援無償化に伴う障害者自

立支援システム改修業務委託料を追加するもので

あります。

３目老人福祉費の１億1075万6000円は、低所得

者の介護保険料軽減及び介護報酬の改定に伴うシ

ステム改修に係る介護保険特別会計繰出金を追加

するものであります。

11ページの２項児童福祉費１目児童福祉総務費

の3486万4000円は、本年10月からの幼児教育・保

育無償化に伴うシステム改修及び事務に係る経費

のほか、児童扶養手当の支給回数変更に伴うシス

テム改修に係る経費などを計上するものでありま

す。

２目児童運営費の350万円は、消費税率が引き

上げとなる環境の中、子供の貧困に対応するた

め、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に

対して支給する臨時特別給付金を計上するもので

あります。

４款衛生費１項保健衛生費２目予防費の1039万

2000円は、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種に

係る業務委託料などを追加するものであります。

12ページをお開き願います。
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10款教育費２項小学校費３目学校建設費の２億

1242万7000円の減額及び３項中学校費３目学校建

設費の5243万2000円の減額は、それぞれ小学校３

校と中学校１校のトイレ改修事業について国の補

正予算を活用し、平成30年度の補正予算において

予算を計上し実施することとしたため、減額の補

正をするものであります。

次に、歳入予算について申し上げますので、５

ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金、17款県支出金、22款諸収入及び23款市債

をそれぞれ計上したほか、20款繰入金の財政調整

基金繰入金1414万3000円の追加をもって全体予算

の調整を図ったものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎９番（千葉 浩規委員） 私のところは、こど

も家庭課のところについて集中的に質疑していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

まず、２款１項12目の国県支出金等返還金につ

いてです。今回、説明もありましたけれども、返

還金が計上された理由について、もう少し詳しく

答弁をお願いします。

二つ目は、幼児教育・保育無償化実施円滑化等

事業についてですけれども、今回の事業の概要と

今回補正となった理由についてお答えください。

次に、児童扶養手当システム改修事業について

です。これも事業の概要について、もう少し詳し

く答弁をお願いします。

続きまして、３款２項１目、３款２項２目の未

婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金事業に

ついて、事業の概要と今回の補正の理由につい

て、もう少し詳しく答弁をお願いします。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 国県支出金

等返還金の概要と補正理由についてお答えしま

す。

平成17年度社会福祉施設等施設整備費国庫補助

金により整備した相馬保育所を財産処分制限期間

満了前に民間委譲しため、厚生労働省の財産処分

承認基準に基づき、財産処分納付金として2290万

1925円を返還するため補正するものであります。

補正理由としては、財産処分承認申請書を平成

31年４月に国へ提出しており、７月上旬に国から

納入通知書が出され、納付期限が７月末までの予

定となっておりますので、今回の補正に計上した

ものであります。

続きまして、幼児教育・保育無償化実施円滑化

等事業の概要と補正理由についてお答えします。

ことし５月10日に国の改正子ども・子育て支援

法が可決成立し、10月から幼保無償化が始まるこ

とから、それに伴う当市の子ども・子育て支援シ

ステムの改修をする必要があり、改修委託料及び

人件費等を含む事務費を合わせ3272万円を補正す

るものであります。

補正理由としては、ことしの当初予算要求時点

で国の法改正の内容が未定であったため、当初予

算に計上できなかったものであります。

次に、児童扶養手当システム改修事業の概要と

補正内容についてお答えします。

児童扶養手当は、これまで年３回の支給だった

ものが、児童扶養手当法の一部改正により２カ月

に１回、年６回の支給に変更されることから、シ

ステムの改修が必要となり、改修委託料として

204万4000円を補正するものであります。

今回の国の改正は、受給者の収入の平準化を図

り、安定した生活の維持を目的としたものであり

ます。

次に、未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給

付金事業の概要と補正理由についてお答えしま

す。

ことし10月から消費税が引き上げとなる中、子
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供の貧困に対応するため、児童扶養手当の認定事

由が未婚の受給者に対し臨時・特別給付金として

１世帯当たり１万7500円を支給することとしたた

め、扶助費と事務費を合わせ360万円を補正する

ものであります。

補正理由としては、支給予定は令和２年１月支

給分に追加支給することとしておりますが、国か

ら申請を要する期間を４カ月から６カ月をとるよ

うにという通知がありましたので、今回の定例会

で補正し、８月から申請の受け付けを始める予定

としております。

◎９番（千葉 浩規委員） 御答弁ありがとうご

ざいました。それでは、順次再質疑したいと思い

ます。

まず、国県支出金についてですけれども、そも

そも平成17年度社会福祉施設等施設整備費国庫補

助金、最初は何ぼだったのか。結局、返還金が

2290万円ということでしたから、そもそも当初は

何ぼだったのかというのと、あとはこの返還金の

2290万1925円、これの金額の根拠について答弁を

お願いします。

次が、幼児教育・保育無償化の円滑化事業につ

いてですけれども、いただいた資料を見ると、一

般財源が減額となっているのですけれども、減額

になる理由について答弁をお願いします。

続きまして、児童扶養手当システム改修事業に

ついてですけれども、これが支給する回数が変わ

るということですけれども、いつからどのような

形で変更になるのか、その時期について答弁をお

願いします。

次が、未婚の児童扶養手当等の臨時・特別給付

金についてですけれども、ぜひ漏れなく、対象と

なる方にはぜひ支給していただきたいと思うわけ

ですけれども、今回の申請の受け付けとか手続と

か、漏れなく申請していただくということで、ど

のような形で進めるのか、答弁をお願いします。

◎こども家庭課保育係長（佐藤 洋佑） 私から

は、相馬保育所の整備に係る国庫補助金の額につ

いてと、今回の国庫補助金の返還金の根拠につい

てお答えいたします。

相馬保育所の整備に係る平成17年度社会福祉施

設等施設整備費国庫補助金の額でございますが、

総事業費２億6316万円に対し7897万7000円の補助

金の交付を受けております。

次に、返還金の額の根拠についてですが、こち

らは厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産

処分承認基準により、有償譲渡の場合は補助対象

となっている建物部分の譲渡額に、整備に係る総

事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額

とされております。

今回の返還金につきましては、建物の譲渡額が

7631万1720円となっております。この譲渡額に総

事業費２億6316万円に対する国庫補助額7897万

7000円の割合を乗じて計算しますと、返還金は

2290万1925円となるものであります。

◎こども家庭課長補佐（間山 博樹） 続きまし

て、３款２項１目児童福祉総務費の一般財源が減

額となっている理由についてお答えいたします。

今回の幼児教育・保育の無償化に係る事務費や

システム改修費につきましては、国が都道府県ご

とに事務費を配分し、全額県からの補助金で賄わ

れるものとなっております。その中で人件費につ

いても補助対象となることから、既決の職員手当

のうち本事業に係る経費相当分について財源を振

りかえたものであります。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 続きまし

て、児童扶養手当の変更の時期はいつになるかに

ついてお答えします。

児童扶養手当は、これまで年３回、４月、８

月、12月ですけれども、４カ月に１回の支給だっ

たものを、今後は奇数月に２カ月分を支給するも

のであります。
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まず、ことしの８月の支給では、４月、５月、

６月、７月の４カ月分のままでありますけれど

も、11月支給分から８月、９月、10月の３カ月分

とし、令和２年の１月支給分からは11月、12月の

２カ月分と変更するものであります。

◎こども家庭課家庭給付係長（高木 一誠） 私

からは、未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給

付金事業の申請の受け付けと手続についてお答え

いたします。

申請の手続ですが、申請書を郵送またはこども

家庭課窓口等で受け付ける形とし、提出していた

だく書類は、申請書、戸籍謄本のほかに運転免許

証の写し等の本人確認書類と通帳の写し等の振込

先口座確認書類を提出していただきます。なお、

申請の受け付け期間ですが、令和元年８月１日か

ら令和元年11月末を予定しております。

また、本給付金の事前の周知として、広報ひろ

さき８月１日号への記事掲載、市の子育て支援ア

プリでの通知、本年７月末に市から発送予定の児

童扶養手当受給者に発送する現況届提出にかかわ

るお知らせに、本給付金のチラシや申請書を同封

し、対象者に周知してまいります。

◎９番（千葉 浩規委員） 最後に１点だけ質疑

です。

児童扶養手当システム改修事業についてなので

すけれども、国の制度改正なので、それに伴うシ

ステム改修なので、やっぱり国で普通補塡するも

のではないのかなと思うのですけれども、今回は

全額一般会計が財源になっているということなの

で、国からの支援というのはないのかなというこ

とで、その辺はどうなのでしょうか。答弁をお願

いします。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 国の制度改

正なのに、なぜ全額一般財源なのかということに

ついてお答えします。

児童扶養手当制度は毎年のように改正されてお

りまして、それに伴う自治体のシステム改修費に

ついては、これまでも国庫補助金等の特定財源に

ついてはございませんでした。今回も県に確認し

たところ、地方交付税で措置されるということを

伺っております。

◎８番（木村 隆洋委員） 10ページ、２款１項

12目国県支出金等返還金についてお伺いいたしま

す。

今、千葉委員からも種々質疑があったので、そ

の答弁を聞いて、ちょっとお伺いさせていただき

たいと思います。

相馬保育所の民間売却の部分に関しては、昨年

の厚生常任委員会、また、本会議でも可決された

というふうに認識しておるのですが、自分自身も

厚生常任委員会の委員としていたときに、理事者

の皆さんからの御説明の中で、財産処分の期間が

22年未満でこういう返還金そのものが発生すると

いうことが実はなかったのではないかなと。委員

会でもなかったし、本会議でもなかったのではな

いかなというふうに認識しております。

先ほど建物の売却等のお話もありました。そう

いった中で、この返還金が生じるというのが、こ

の売却に対して何かしら考慮というか、影響とい

うものがあったのかお伺いいたします。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） ただいまの

質疑にお答えします。

相馬保育所は、譲渡時点では築11年と資産価値

が高くて、市として適正な価格で売却すべきと判

断しました。また、返還金との差額により歳入確

保が見込まれるということから、有償譲渡したも

のであります。

◎８番（木村 隆洋委員） この返還金そのもの

が2290万円、昨年の時点で確定しているかどうか

は抜きにしても、返還金が発生することは、先ほ

ど11年というお話もあったので、理事者の方々も

多分認識していたのだろうなというふうには思っ
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ております。それが売却額に影響ないのならばな

くてもいいですし、どういった影響とか、こうい

う負担金が発生するということも込みで売却額が

設定されていくのか、その点をお伺いできればと

思います。

◎健康こども部長（外川 吉彦） お答えいたし

ます。

売却をする時点で返還金が発生するのもおおむ

ねわかっておりましたので、それを含んで上乗せ

したものではなくて、売却した金額のほうが高い

ということがわかっておりましたので、それを考

えて、後で返還金が発生するのも、金額は未確定

ではございますが、わかっていたものであります

ので、差額が発生して市に財源が入るということ

を考えまして売却したものでございます。

◎８番（木村 隆洋委員） 今、人口減少を迎え

る中で、公共施設の長寿命化とかいろいろな、

ファシリティマネジメントの関係で、市有財産の

あり方というのをどうしていくかというのは非常

に大事な問題なのかなというふうにも思っており

ます。そういった中で、こういう築11年でも売却

しなければいけないというものは、これはいたし

方ない、人口減少の中であるのだろうなというふ

うにも思っております。

そういった中で、市有財産の中で、例えば財産

処分の期間が22年未満のものであっても、恐らく

今計画の中であるかどうかも含めて、これから市

としてもこういうのは民間に委託せざるを得ない

とか売却できないというものが、もしあるようで

あればお答え願えればと思います。

◎財政課長（岩崎 文彦） 国の返還金が発生す

るような施設の売却が今の時点であるかどうかと

いうことだと思います。

現時点で予定されているものはございませんけ

れども、今後、施設の集約化、それらを図ってい

く中では、施設の廃止、売却等についても検討さ

れていくものと考えております。

そのような中では、施設の集約化・廃止等があ

りますけれども、地域サービスの維持というもの

を配慮しながら財政的な負担も考慮して検討を進

めていくということになろうかと思います。

◎２０番（石田 久委員） 私は、11ページの予

防費、予防接種業務委託料の追加ですけれども、

子供の予防接種なのかなと思いましたら、先ほど

の説明でありますと、高齢者の肺炎球菌ワクチン

ということで予算が追加になったわけですけれど

も、これは例えば高齢者の肺炎球菌ワクチンの方

が急増したからこれをふやすのか、それからこの

予算は大体どのぐらいを対象としているのか、そ

の辺についてお答えしていただきたいと思いま

す。

◎健康増進課長（一戸 ひとみ） 今回の増額

は、国の考え方の変更に伴うものであります。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種というのが平

成26年10月から定期接種となりました。対象者

は、当該年度に65歳となる方ということで、開始

から平成31年３月までの５年間を経過措置とし

て、65歳に加えまして70歳、75歳、80歳、85歳、

90歳、95歳、100歳となる方も対象となっており

ます。

経過措置終了後を受けて、令和元年度の当初予

算につきましては、経過措置のない65歳だけで計

上しておりましたが、本年３月の予防接種法施行

令の一部改正によりまして、経過措置がさらに５

年間継続することが決定いたしました。それによ

りまして、当初予算では当市の対象約6,100人分

の経費不足となることが見込まれましたので、今

回補正・増額をするものであります。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、
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これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第６号

令和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（外川 吉彦） 議案第６号令

和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

後１ページをごらん願います。

この補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ129

万5000円を追加し、補正後の額を18億1116万8000

円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

１款２項１目賦課徴収費の129万5000円の追加

は、後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直しを

周知するため、後期高齢者医療保険料額決定通知

書の送付時にリーフレットを同封することとし、

印刷製本費等を追加計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後４ページにお戻り願います。

４款諸収入の129万5000円は、制度見直し周知

に係る費用と同額を青森県後期高齢者医療広域連

合からの収入として追加計上するものでありま

す。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 最後に、議案第７

号令和元年度弘前市介護保険特別会計補正予算

(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 議案第７号令和元年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第１号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページをごらん願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に276万

3000円を追加し、補正後の額を188億6477万5000

円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介７

ページをお開き願います。
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１款１項１目一般管理費の276万3000円の追加

は、介護報酬改定に伴う介護保険事務処理システ

ム改修業務委託料を新たに計上するものでありま

す。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介４ページにお戻り願います。

１款保険料の１億937万4000円の減額は、低所

得者保険料軽減に伴い介護保険料を減額するもの

であります。３款国庫支出金の138万1000円の追

加は、歳出の介護保険事務処理システム改修業務

委託料に伴う国の補助金を新たに計上するもので

あります。７款繰入金の１億1075万6000円の追加

は、一般会計からの繰入金を追加するものであり

ます。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎２０番（石田 久委員） 介２ページなのです

けれども、先ほどの部長の説明で、介護保険料の

補正額がここに示しているのと、それから一般会

計の繰入金という項目がありますけれども、これ

に対して介護保険料の軽減ということで出されて

いると思うのですけれども、その不足を補うため

に一般会計からの繰り入れということですけれど

も、その主な内訳についてお答えしていただきた

いと思います。

◎介護福祉課長（工藤 繁志） 低所得者の介護

保険料の軽減強化による軽減総額を所得階層別に

お答えします。

まず、軽減強化の対象となる所得階層は、第１

から第３段階まででございます。第１段階の軽減

強化に係る軽減総額は１億3076万3000円、次に第

２段階は2421万円、そして第３段階は95万7000

円、合わせて１億6093万円が低所得者の軽減強化

による軽減総額となりますが、既に当初予算にお

いて従来の軽減強化の方法による軽減総額5155万

6000円を保険料収入必要額から控除した額を保険

料収入として計上しております。したがいまし

て、軽減総額は１億6093万円から5155万6000円を

控除した１億937万4000円の保険料収入減を補正

として見込んだものでございます。

なお、１億937万4000円の減収を介護保険法の

規定に従い一般会計からの繰り入れにより補塡す

るべく、一般会計における繰出金及び介護保険特

別会計における繰入金にそれぞれ同額を追加して

補塡しようとするものでございます。

◎２０番（石田 久委員） 一般会計からの繰入

金ということで見ますと、１億1000万円というの

は国の減額によってこういう形で一般会計から補

塡するのですけれども、これは全額国の国庫支出

金を、国がそういうふうにしたから、国のほうで

国庫支出金を、一般会計の繰り入れというふうに

なったのでしょうか。ほかに弘前市の持ち出しと

いうのはあるのでしょうか。

◎介護福祉課長（工藤 繁志） 国庫負担金は総

額の２分の１、県支出金が４分の１、市の負担金

が４分の１となってございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め
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ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 以上をもって、本

委員会に付託されました議案の審査は全部終了い

たしました。

よって、会議を閉じ、本委員会を散会いたしま

す。

〔午前１０時３４分 散会〕


